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令和４年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会議事日程 

令和４年９月２２日（木）午後１時５６分開会 

 

１ 開会挨拶（議長、管理者） 

２ 開 会 宣 告 

３ 開 議 宣 告 

 日程第１ 会議録署名議員の指名（２番議員 船引宗俊、９番議員 藤澤元之介） 

 日程第２ 会期の決定（９月２２日（木）１日間） 

 日程第３ 議案第５号 令和４年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計補正予算

（第１号） 

 日程第４ 認定第１号 令和３年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計歳入歳出決

算認定について 

      認定第２号 令和３年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病センタ

ー特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第５ 一般質問 

４ 閉 会 宣 告 

５ 閉会挨拶（議長、管理者） 
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会議に出席した議員 

        

      １番 楠   明 廣      ２番 船 引 宗 俊 

      ３番 宗 實 雅 典      ４番 三 木 浩 一 

      ５番 角 田   勝      ６番 肥 塚 康 子 

      ７番 畑 山 剛 一      ８番 上 山 隆 弘 

      ９番 藤 澤 元之介     １０番 出 原 賢 治 

 

会議に欠席した議員 

 

な  し 

 

 

 

議事に関係した事務局職員 

 

      事 務 局 長  貞 清 孝 之 

      総 務 課 長  田 淵 寿 哉 

      財 政 係 長  堀   竜 也 

      総 務 係 長  橋 本 敏 弘 

 

 

地方自治法第１２１条の規定による出席者 

 

    管  理  者 （たつの 市 長）  山 本   実 

    副 管 理 者 （太 子 町 長）  服 部 千 秋 

    代表監査委員            今 江   伸 

    会 計 管 理 者            菅 原 昌 則 

    事 務 局 長            貞 清 孝 之 

                      髙 坂 文 泰 

                      田 淵 寿 哉 

    衛生業務課長            黒 田 規 文 

                      坪 内 利 博 

                      池 田   誠 

         

たつの市市民生活部 
環 境 課 長 
太子町生活福祉部 
生活環境課長 

総 務 課 長 兼 
医 務 課 長 

事務局次長兼 
環境業務課長 
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開 会 挨 拶 

 

○議長（角田 勝議員） 

 時間前ですけれども、始めさせていただきます。 

 開会に先立ちまして一言ご挨拶を申し上げます。 

 ここ最近は朝晩も涼しく、日中も幾分か過ごしやすくなってまいりました。 

 こうした中、議員各位にはご健勝にてご参集賜り、本日ここに令和４年第３回揖龍

保健衛生施設事務組合議会定例会が開会の運びとなりましたことは、誠にご同慶に堪

えない次第でございます。 

 さて、今回定例会には、既にお手元にお届けしておりますとおり、補正予算及び令

和３年度各会計決算認定の案件が提出されており、いずれも重要な案件であります。

議員各位におかれましては、慎重なご審議をいただき、適切妥当なるご決定を賜りま

すとともに、議事運営につきましても格段のご協力を賜りますようお願い申し上げま

して、開会のご挨拶といたします。 

 管理者。 

 

○管理者（山本 実君） 

 開会に先立ちまして一言ご挨拶を申し上げます。 

 朝晩には幾分か涼しくなり、秋を感じられるようになってきました。 

 本日ここに令和４年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を招集いたしまし

たところ、議員各位におかれましてはご健勝にてご参集賜り、ここに開会を宣せられ

る運びとなりましたこと、誠にご同慶に存じますとともに、謹んでお礼を申し上げま

す。 

 さて、今期定例会でご審議をお願いいたします案件は、補正予算１件、令和３年度

各会計決算認定でございます。議員各位におかれましては、どうか円滑なる議事運営

により、適切なご決定をいただきますようお願いを申し上げまして、開会のご挨拶と

させていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

開 会 宣 告 

 

○議長（角田 勝議員） 

 ただいまより、令和４年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を開会いたし

ます。 
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開 議 宣 告 

 

○議長（角田 勝議員） 

 これより本日の会議を開きます。 

 この際、ご報告いたします。 

 監査委員より地方自治法第２３５条の２第１項の規定により実施しました例月出納

検査の結果報告１件が提出されており、その写しをお手元に配付いたしておりますの

で、ご清覧願います。 

 次に、本日の出席議員数及び地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席し

た者の職氏名について事務局長が報告いたします。 

 事務局長。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 ご報告申し上げます。 

 まず、本日の出席議員についてでありますが、本日ただいまの出席議員数は１０名

全員であります。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名について

でありますが、お手元に配付いたしております名簿のとおりでありますので、ご清覧

願います。 

 以上でございます。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 以上で報告を終わります。 

 これより日程に入ります。 

 

 

～日程第１ 会議録署名議員の指名～ 

 

○議長（角田 勝議員） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第８２条の規定により、議長において２

番船引宗俊議員、９番藤澤元之介議員を指名いたします。両議員、よろしくお願いい

たします。 
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～日程第２ 会期の決定～ 

 

○議長（角田 勝議員） 

 次は、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日９月２２日の１日間といたしたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（角田 勝議員） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日９月２２日の１日間と決しました。 

 

 

～日程第３ 議案第５号～ 

 

○議長（角田 勝議員） 

 次は、日程第３、議案第５号 令和４年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計補正

予算（第１号）を議題といたします。 

 これより上程議案に対する説明を求めます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 ただいま議題となりました議案第５号、令和４年度揖龍保健衛生施設事務組合一般

会計補正予算（第１号）につきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し

上げます。 

 今回の補正は、新ごみ処理施設整備事業に係る令和４年度循環型社会形成推進交付

金の内示を受けまして、財源の変更を行おうとするものでございます。 

 それでは、条を追ってご説明申し上げます。 

 補正予算第１条で歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正のとおりとするものでござ

います。 

 次に、第２条では、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方
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法を定めるもので、その内容につきましては３ページの第２表のとおりとするもので

ございます。 

 補正の内容につきましては、歳入からご説明申し上げますので、４ページをお開き

願います。 

 まず、第４款繰入金、第７款組合債につきましては、資源循環型社会形成推進交付

金の内示を受けまして、ごみ処理施設整備基金繰入金２１２万６，０００円、一般廃

棄物処理事業債１７０万円を追加するものでございます。 

 次に、第８款国庫支出金では、交付金の内示により３８２万６，０００円を減額す

るものでございます。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げますので、５ページをお開き願います。 

 第３款衛生費、第２項清掃費、第１目施設整備費につきましては、財源変更を行う

ものでございます。 

 以上で議案第５号、令和４年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計補正予算（第１

号）の提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議の上、原案のとおり

可決賜りますようお願い申し上げます。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 上程議案に対する説明は終わりました。 

 これより上程議案に対する質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（角田 勝議員） 

 ご発言がないので、質疑を終結し、これより討論に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（角田 勝議員） 

 ご発言がありませんので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 上程中の議案第５号は、原案のとおり可決することに決してご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（角田 勝議員） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号は原案のとおり同意されました。 

 

 

～日程第４ 認定第１号及び認定第２号～ 

 

○議長（角田 勝議員） 

 次に、日程第４、認定第１号 令和３年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計歳入

歳出決算認定について及び認定第２号 令和３年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜

間急病センター特別会計歳入歳出決算認定についての２件を一括議題といたします。 

 これより上程議案に対する説明を求めます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 ただいま議題となりました認定第１号、令和３年度揖龍保健衛生施設事務組合一般

会計歳入歳出決算認定及び特別会計歳入歳出決算認定につきまして、その概要をご説

明申し上げます。 

 まず初めに、一般会計における決算状況でございますが、決算書の３ページをご覧

願います。 

 令和３年度の歳入決算額は１７億５，５１２万９，２１４円となっております。 

 次に、５ページをご覧願います。 

 歳出決算額は１７億２１１万９，７８６円で、差引き残額は５，３００万９，４６

８円となっております。 

 それでは、歳出の主な内容をご説明申し上げます。 

 決算書の１０ページをお開き願います。 

 まず、第１款議会費、第１項議会費、第１目議会費でございます。予算現額が２２

４万３，０００円で、支出済額は７４万８，２１１円となっております。この支出の

主な内容といたしましては、第１節報酬で６４万３，５００円、その他一般事務経費

でございます。 

 続きまして、第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費でございます。

予算現額１億９，５０１万６，０００円に対し、支出済額は１億８，５０６万９，４

２９円となっております。その主な内容といたしましては、第２節給料及び第３節職

員手当等で、組合職員２２名分の給料及び各種手当でございます。第４節共済費のそ
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の主なものは、兵庫県市町村職員共済組合負担金でございます。 

 次に、決算書１２ページをご覧願います。 

 第１２節委託料の支出済額は３１０万６，６５０円で、その主なものは財務会計給

与計算の電算機器保守点検委託料、財務書類作成支援業務委託料でございます。次

に、第１３節使用料及び賃借料は５１８万４，３８０円を支出し、その主なものは財

務会計給与計算システム及び電話の借り上げ料でございます。次に、第１８節負担金

補助及び交付金は２，４７７万５，３８８円支出し、その主なものは退職手当組合負

担金及びたつの市からの派遣職員１名分の人件費でございます。 

 次に、第３目基金費では、予算現額４，３４９万７，０００円に対し、支出済額は

４，３４６万８，９３０円となっております。これは備考欄に記載しておりますとお

り、財政調整基金、ごみ処理施設整備基金及び退職手当引き当て準備基金にそれぞれ

積み立てたものでございます。 

 次に、第２項監査委員費、第１目監査委員費でございます。予算現額２４万５，０

００円に対し、支出済額は１５万３，４００円で、委員報酬等に支出しております。 

 次に、決算書の１４ページをご覧願います。 

 第３款衛生費、第１項保健衛生費、第１目環境衛生費でございます。予算現額９，

４４３万１，０００円に対し、支出済額は８，６７８万８，５８４円となっておりま

す。その主な内容につきましてご説明申し上げます。第１節報酬では、会計年度任用

職員１名分の報酬でございます。次に、第１０節需用費では３，１３４万１，２３０

円を支出しており、その主なものは火葬の主燃料である灯油、油脂代、電気代及び処

理施設修繕料でございます。次に、第１２節委託料では３，９９７万１８９円を支出

し、その主なものは火葬炉等管理業務委託料の３，３００万円、清掃管理業務委託料

の２２５万９６９円でございます。次に、第１３節使用料及び賃借料では２９０万

４，３８６円支出し、その主なものは火葬場予約管理システムの機器の借り上げ料で

ございます。次に、第１８節負担金補助及び交付金では９５６万７，７６４円支出

し、その主なものはたつの市からの派遣職員１名分の人件費でございます。 

 決算書１６ページをご覧願います。 

 続きまして、第２項清掃費、第１目施設整備費でございます。第１２節委託料で

は、測量調査及び地質調査業務委託料１，７８８万８，２００円を支出しておりま

す。 

 次に、第２目塵芥処理費でございます。予算現額１２億８，９７６万円に対して、

支出済額は１２億７，０５８万１，２５３円となっております。その主な内容につい

てご説明申し上げます。第１節報酬及び第３節職員手当等は、会計年度任用職員９名

分の報酬及び期末手当でございます。第４節共済費は、会計年度任用職員の社会保険

料等の支出でございます。第１０節需用費の支出済額は３億５，９３５万１，７０９
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円で、その主なものはごみ処理薬品に４，７７４万８，８９８円、コークス、石灰石

の副資材費に１億６，０５４万４，３８６円、炉前資材費に３，２８７万８，４５０

円、資源ごみ収集用コンテナに３０７万６，１５０円、公用車及び重機等燃料費に２

１０万８２７円、じんかい収集車両の燃料費に３４２万２，９６６円、灯油等に２，

１３７万８００円、電気代に５，５０５万３，３６１円、水道代に８４０万６，５５

２円、重機点検整備費に４４５万３，３３９円、機器整備費に９３８万６，８５０

円、じんかい収集車両の点検整備費に６７２万５，８１０円を支出しております。 

 決算書１８ページをご覧願います。 

 第１２節委託料の支出済額は８億５，９６９万９，４６５円で、その主なものは操

業委託料に２億１，５０５万円、定期保守点検整備委託料に２億４，６７０万８，０

００円、一般廃棄物の収集運搬委託料として３億４，６３４万６，００４円、集じん

灰最終処分委託料に１，２２４万３，２２０円、資源化設備内選別業務委託料に１，

２７７万７，３７０円、雑木等の処理委託料に１，３７３万９，６８０円を支出して

おります。次に、第１８節負担金補助及び交付金の支出済額は２，５４６万２，２１

５円で、その主なものはたつの市からの派遣職員３名分の人件費２，４５４万４，２

１５円でございます。 

 次に、第３目し尿処理費でございます。予算現額６，８４１万２，０００円に対

し、支出済額は６，２４４万８，８４３円となっております。その内容についてご説

明申し上げます。第１節報酬では、会計年度任用職員１名分の報酬でございます。第

１０節需用費では３，６７７万６，９３９円を支出し、その主なものは決算書２１ペ

ージをご覧願います。処理薬品費の３３７万３，１１８円、電気代に７６２万１，９

８６円、上下水道代の８４９万６，２２４円、機器整備費の１，１８１万３，４５０

円でございます。第１２節委託料の支出済額は１，９２３万１，８７６円で、その主

なものはし尿収集運搬委託料の１，３１５万６，３５３円でございます。 

 次に、第４款公債費、第１項公債費、第１目元金では３，４９７万２，９３６円を

支出しており、その内容は一般廃棄物処理事業債の償還元金でございます。 

 次に、２３ページをご覧願います。 

 第２目利子では、先ほどご説明しました借入金に係る利子で、支出済額は２６万

９，９２４円でございます。なお、償還期限は令和１０年度まででございます。 

 また、３２ページに起債現在額調書を添付しておりますので、後ほどご清覧願いま

す。 

 次に、第５款予備費につきましては、支出はございません。 

 以上が一般会計の歳出の内容で、当初予算額１６億７，２１０万３，０００円に

８，３０５万２，０００円を増額補正し、予算現額１７億５，５１５万５，０００円

に対し、支出済額は１７億２１１万９，７８６円でございます。 
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 引き続き、歳入についてご説明申し上げますので、決算書６ページにお戻り願いま

す。 

 まず、第１款分担金及び負担金、第１項分担金、第１目事務組合分担金で、収入済

額は１４億１，２２０万円でございます。これは条例に基づく市町分賦金で、その内

訳は備考欄に記載のとおり、組合運営経費、し尿処理経費、じんかい処理経費、収集

運搬経費、火葬場運営経費、施設整備経費で、構成市町でありますたつの市及び太子

町から受け入れております。 

 続いて、第２款使用料及び手数料、第１項使用料、第１目衛生使用料、第１節火葬

場使用料の収入済額は２，９８６万９，６００円となっております。 

 次に、手数料、第１目衛生手数料、第１節じんかい処理手数料の収入済額は１億

５，５４９万８，６００円でございます。第２節し尿処理手数料の収入済額は１，９

６２万５４０円でございます。 

 次に、第３款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金、第１節利子

及び配当金につきましては、基金の利子収入といたしまして１４８万４，３８２円を

受け入れたもので、その内訳につきましては決算書の８ページ、備考欄に記載のとお

りでございます。 

 第４款繰入金、第１項繰入金、第１目基金繰入金では、備考欄に記載のとおり、ご

み処理施設整備基金から１，７８８万８，２００円、退職手当引き当て準備基金から

２１２万１，４６１円を繰入れしております。 

 第５款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金では、令和２年度の繰越金でございま

す。 

 第６款諸収入、第２項雑入、第１目雑入の収入済額は３，６１７万７，３７７円

で、その主な内容につきましては備考欄に記載のとおり、スチール、アルミ缶、ペッ

トボトル、雑鉄等の資源化物の売払収入として１，４８３万７，１４７円、公益財団

法人日本容器包装リサイクル協会からペットボトル等を売り払いました分配金として

２４０万９３０円、ごみ収集袋販売収入として１，５５６万２，２４８円、関西電力

に売電いたしました売電力料金として２５５万１，５９２円等でございます。 

 以上、一般会計の歳入合計は１７億５，５１２万９，２５０円となっております。 

 次に、決算書の２６ページをご覧願います。 

 実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出差引き額５，３００万９，０００円に

つきましては、翌年度へ繰り越すべき財源もないことから、実質収支額も同額となっ

ております。 

 また、地方自治法の規定による基金繰入金はございません。 

 次に、決算書２８ページ、財産に関する調書についてご説明申し上げます。 
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 土地、建物、機械設備、工作物につきましては、決算年度中の増減はございませ

ん。 

 ５の基金でございますが、決算年度末現在高は、財政調整基金が３億４，７８４万

５，０００円、ごみ処理施設整備基金が４億３５４万６，０００円、退職手当引き当

て準備基金が２，０４４万４，０００円となっております。 

 次に、６の物品につきましては、決算年度中の増減はございません。 

 以上で認定第１号の説明を終わらせていただきます。 

 引き続きまして、認定第２号、令和３年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病

センター特別会計歳入歳出決算認定について、その概要をご説明申し上げます。 

 決算書の３５ページをお開き願います。 

 令和３年度の歳入決算額は３，７７３万２，９５２円となっております。 

 次に、決算書の３７ページをご覧願います。 

 歳出決算額は３，６２５万２，３８８円で、差引き残額は１４８万５６４円となっ

ております。 

 それでは、歳出の主な内容をご説明申し上げますので、決算書４２ページをご覧願

います。 

 まず、第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費でございます。予算現

額１，３４２万９，０００円に対し、１，１２４万２８１円を支出しております。そ

の主な内容でございますが、職員１名分の給料、職員手当等、共済費、急病センター

の医療事務に従事しております会計年度任用職員６名分の報酬等を支出しておりま

す。 

 第２目基金費につきましては、２８万９，５９７円を財政調整基金に積み立てるた

め支出しております。 

 次に、４４ページをご覧願います。 

 第２款衛生費、第１項保健衛生費、第１目急病センター費でございます。急病セン

ター運営経費として、予算現額３，１２７万９，０００円に対し、支出済額は２，５

０１万２，１０７円となっております。支出の主なものは、第１節報酬では、診療に

従事する会計年度任用職員の４名分の報酬でございます。第１０節需用費では、医薬

品、医療材料費等に６３万９，８７０円を支給しております。第１２節委託料では、

急病センターの診療業務に従事していただいた薬剤師に対する薬剤業務委託料として

３９２万６，０４６円、医師に対する診療業務委託料として１，２３３万９，２８５

円、急病患者の診療業務等の管理業務委託料として、たつの市・揖保郡医師会及び薬

剤師会に１９２万円、急病センターの診療報酬の請求事務を委託したことによる医事

外来業務委託料１９４万４，８７６円を支出したものでございます。第１７節備品購

入費では、診察室、待合室等での感染予防対策の強化のため、空気清浄機２台、間仕
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切りタイプの空気清浄機１セット、また仮設の診療室として設置しておりますユニッ

トハウスでの夏季に使用する網戸に７５万４，６００円を支出しております。 

 次に、第３款予備費につきましては、支出はございません。 

 以上のとおり、歳出合計は予算現額４，５２０万８，０００円に対し、支出済額が

３，６２５万２，３８０円でございます。 

 以上で歳出に係る説明を終わらせていただきます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、決算書の３８ページをご覧願いま

す。 

 第１款診療収入、第１項診療収入、第１目診療報酬収入につきましては、受診者

１，２６３人分の診療費として１，０４８万４，６５８円を収入しております。 

 続いて、第２款分担金及び負担金、第１項分担金、第１目事務組合分担金につきま

しては、構成市町より急病センター運営に係る地方交付税交付金運営費算入分として

５２０万９，０００円を受け入れております。 

 続いて、第４款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では、財政

調整基金から生じました利子収入でございます。 

 続いて、第５款繰入金、第１項繰入金、第１目基金繰入金では、財源補填といたし

まして財政調整基金から２，０００万円を繰入れいたしております。 

 続いて、第６款繰越金、第１項繰越金につきましては、令和２年度の繰越金でござ

います。 

 ４０ページをご覧願います。 

 第７款諸収入、第１項雑入、第１目雑入では、薬容器代等を収入しております。 

 第８款国庫支出金、第１項国庫補助金、第１目衛生費国庫補助金では、新型コロナ

ウイルス感染症が流行している状況下で、当急病センターにおいて院内等での感染拡

大を防ぐため、個人防具等の購入に係る契約の補助金２５万円、また急病センターを

受診された患者向けのマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認システム、

顔認証つきカードリーダーの導入に係る補助金２６万４，０００円を収入しておりま

す。 

 以上が歳入の主なものでございます。 

 続いて、決算書４８ページの実質収支に関する調書をご覧願います。 

 歳入歳出差引き額は１４８万２，０００円で、翌年度へ繰り越すべき財源はなく、

実質収支額も同額でございます。 

 なお、地方自治法の規定による基金繰入額はございません。 

 次に、決算書５０ページをご覧願います。 

 財産に関する調書でございます。 

 財政調整基金につきましては、決算年度現在高は１億２，５０８万８，０００円と
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なっております。 

 物品につきましては、決算年度中の増減はございません。 

 以上で認定第２号についての概要説明を終わらせていただきます。 

 なお、決算の審議に当たりましては、地方自治法第２３３条の規定により監査委員

の審査に付した結果をお手元に配付いたしておりますので、ご清覧賜り、何とぞ慎重

ご審議の上、いずれも認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 上程議案に対する説明は終わりました。 

 これより上程議案に対する質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 １７ページの塵芥処理費の中の需用費の中の副資材、コークス、石灰石ということ

で１億６，０５４万４，３８６円となっていますが、こちらを読ませてもらっていた

ら、コークスが非常に高くなっているということで、詳しく聞きたいんやけど、契約

時より幾ら高くなっているんですか。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 コークス、議員ご承知のとおり、高騰が続いております。令和２年４月１日、５万

２，２５０円、トン当たり消費税込みでございます。それから、現在、令和３年度に

つきましては、令和３年１０月１日に半期分の入札をしたところでございますが、ト

ン当たり税込みで９万３，２８０円という形で調達をしているところでございます。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 ということは、今の説明で、私が聞いた説明にまともに答えられているんであれ

ば、契約金額よりトン当たり、最初は５万２，２５０円高くなっているということや

ね。私が聞いているのは、契約を一番最初にされているんでしょ。 
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○事務局長（貞清孝之君） 

 はい。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 そのときから金額は上がってるんでしょ。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 すいません、失礼いたします。すいません。先ほど言いましたのは、令和２年度に

ついては、４回、随意契約しまして、５万２，２５０円という契約を結んでおりま

す。令和２年度は、４期に分けておりますので、令和２年４月１日については５万

２，２５０円、令和２年７月１日についても同じ金額、令和２年１０月１日について

は４万６，７５０円、令和２年１２月１日については４万６，７５０円で、令和３年

につきましては、２期、上期と下期に分けまして、トン当たり６万１，０５０円、下

期についてはトン当たり９万３，２８０円で契約をしているところでございます。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 文書にそういう点ほど、要らんことを読み過ぎて、見たら分かるやつを何ぼでも読

んで、こういうことを詳しく書いといてもろたらええんやけども。 

 要するに、コークスがこれだけ高くなっている、脱炭素の問題でコークスを使うな

ということで、これも言われている中で、決まらなんだから先延ばしになってるとい

う話の中で、こちらの使っているコークスは、以前から聞いてんのは、１，８００度

じゃないと駄目やということを聞いてます。要するに、今も調べてもらったら、５０

０度から１，０００度までになれば、鉄は赤く輝くんですよ、どろどろに。ほな、

１，２００度と１，８００度の差というたらどんな違いがあるんですか。１，２００

度と１，８００度の６００度の差は何ですか。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 
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○事務局長（貞清孝之君） 

 すいません。先ほどの１，２００度と１，８００度の違いというのを調べておりま

すので、また後日お答え申し上げます。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 以前から言われているのは、ダイオキシンの問題からよくこの話に、発生してこう

いうふうな処理場という問題が幅広く飛び出たんですけども、ダイオキシンは何度ま

では焼却できるんですか。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 すいません。８００度でございます。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 ということは、６００度にしても８００度にしても、要するに１，２００度のコー

クスでダイオキシンは消せるわけなんですよ。ということは、何も日鉄ソリューショ

ンズが言っている１，８００度にまで上がるコークスは必要ないん違うんですか。 

 だから、以前から言ってるのは、コークスに替わる代替燃料として１，２００度ま

で上がるやつは何ぼでも出てるでしょ、民間が。知っておられると思うんやけども。

だったら、何もここまでソリューションズのコークス、値上げばっかりされてやって

いくコークスに頼る必要ないと思うんやけど。 

 今の問題になるのは、１，２００度から１，８００度の６００度の違いは何か。ダ

イオキシンはその時点で済むわけですよ。それ以外で、あまり熱を加えれば加えるほ

ど、炉の中のタイルなり、そういうもんは弱くなりますわね。ということは、もうち

ょっと、１，８００度じゃなくて、１，２００度だったらまだ熱が加わりにくいか

ね。要するに、低くなればなるほど損失は少なくなるということですよ。 



- 16 - 

 ほな、その違いさえはっきりしてもらっておかないと、考えられないんですよ。考

えられないというのは、どんどんどんどん高く上げられてしまって。意のままで払わ

ないと駄目なんですか、これは。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局次長（髙坂文泰君） 

 コークスの値段の決定につきましては、令和３年から入札という制度に変えました

ので、令和２年度までは日鉄の随契ということで、あちらが値段を決めてたんですけ

ども、令和３年度からはこちら入札で決まってくるようになりましたので、それの市

場の価格価格ということであります。全国的にも同じような値段になってますので、

うちだけが高いということではないと。 

 以上です。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 ということは、一番問題なのは、何も石炭に頼らなくても、ダイオキシンを消すだ

けであれば、１，２００度の代替燃料でいけるわけなんですよ。そこが問題になるん

です。それをもっと詳しく、もっと早くからこんなことは調べておかないと、何にほ

んなこだわる必要があるんやという、１，８００まで。今分かってないんであれば、

また今度の次の機会に調べてもらっていたらいいと思うんですよ。 

 それとまた、ごみ袋販売収入が約千五百何万円というて、約で１，５００万円、袋

の収入がありますわね、歳入として。聞きたいのは、上がった分でそれで相殺をかけ

れるかどうかというのが聞きたかったんやけど。 

 歳出で集じん灰最終処分委託が１，２２４万３，２２０円、集じん灰運搬委託が３

４３万５，０３６円、びん再資源化委託が２６万円、その下に公園管理業務委託が３

６７万７，３５５円、雑木等処理委託が１，９７３万９，６８２円で、集じん灰の処

分委託、これは処分委託なんやけども、集じん灰を、こういうふうな要らん金を生ま

れ変わらすために、今後、前から言っているように、考えてもらわないと駄目なんで

すわ。ずっとこのままの状態であれば、この炉がある限り、ずっと続いていくんです

よ、支出はね。だから、集じん灰を集めているところというたら、資源に変えている

でしょ。違うんかな。処分してるだけ。処分するんだったら処分、そこは変える気持
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ちはないのか、土地を持ってるからそこへ処分してるだけなのか、それは分からない

んやけども、もっと中に含まれている成分を調べて、これを何に使えるかということ

をもっと研究してもらったらいいと思いますけど。研究というんは、研究者は別にス

クリーン映像で報告するということを前提にしてもらっていたら研究費用は要らない

ということはご存じでしょ、皆さんね。ということは、そこで調べてもらったらいい

んですよ。細かい話が、それの中でどないも使い道がないやつは処分に回して、それ

以外の分をほかのプラスになる分に回したり変えていくというような道を考えてもら

わないと。今後はそういうふうにやっていかないと、要らん金ばっかり出るんです。 

 それと、もう一つは、公園管理業務委託３６７万７，３５５円。こんなもん、極端

な話、集じん灰運搬委託の３４３万５，０３６円、これを減らしてしまえば相殺をか

けれんことも、これをプラスに変えれば、というか出さなんだら相殺もかけれるんや

けど。この公園管理業務委託というのは、公園というたらぱっと見た感じ、ここだけ

しか見えへんのやけど、どこまでしてるんですか、業務委託は。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局次長（髙坂文泰君） 

 この公園委託につきましては、おっしゃるとおり、公園の周りを除草、１年間かけ

てやってるという形です。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 それは、ちょいちょい行っても、あまり手入れしているところを見たことないんや

けど、これも今現在こう見ても別に普通に草刈りぐらいしかしてないけど。極端な話

が草刈りだけで３７０万円出してるわけ。草刈りだけで３７０万円出しとる、年間。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局次長（髙坂文泰君） 

 すいません。草刈りと、あと桜の木がございますので、それに毛虫がついたりしま

すが、そういう防除、それから低木の剪定をやってもらっています。 
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○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 これは入札でされているんですか。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局次長（髙坂文泰君） 

 これは随契でさせていただいています。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 それはどこにさせているんですか。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局次長（髙坂文泰君） 

 たつの衛生公社のほうに管理させています。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 随契でさせないと駄目やということは、何かあるんですか。今言われた毛虫の問題

で、桜の木に対する毛虫の問題、下の問題、ただ草刈りの問題、これを入れて年間三

百何万円というたら、１人の人がここにずっと毎日おいといて、毎日草刈りさせて、

ほいで虫が出る頃になったら消毒して虫を落といてもろて、それ以外に今言われたの

を年間かけてやっても余り返るでしょ。虫が出るときというたら、年間出ないんやか

ら。春先か、あの頃に毛虫が出て、こうやというのはある。それと、草が生えるとき
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も決まっている。そんなんに１人の人間、日当１万円で払って来てもらうような価値

があるんですか。価値というよりも、何でそこまで。誰が考えてもいい値段でしょ

う。 

 なぜ随契さすんですか。なぜ随契しないと駄目なんですか、それを聞かせてくださ

い。いや、昔からこう決まっとんや言われたら、昔からこうですとそれを返してもろ

うたらええけども、それは調べてもらわなあかんで。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 先ほど言われましたように、前からというのが本来のところでございますので、一

回調査をさせていただきたいというふうに考えております。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 調査もやけども、もっと入札をかけないと駄目ですよ。しなければいけないんであ

ればね。栗があるから、栗は地元の人に食べてもろうたらいいという、それは地元の

人のプレゼントやというんやったらそれはそれで置いといたらええしやね。桜の木は

当然見てもらう憩いの場で、桜の時分にいうたら皆ここで花見されている方は何人ぐ

らい、シーズンのときに。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 すいません。把握しておりません。申し訳ございません。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 当然、局長は、この間の春から来て、あまり見る時間もない、忙しいときやからあ
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れやけど。 

 田淵課長、あなたはここへ大分長いことおられてんやから、ここで花見の時期にど

れぐらい、花見客というたら何人ぐらいおるん。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○総務課長（田淵寿哉君） 

 すいません。局長と一緒で、数字は把握しておりません。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 桜の木を切りますというて言うたら、何人ぐらいは怒ってきてん。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 すいません。分かりません。すいません。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 取りあえず入札をかけて、公園をこのまま存続させるんであれば入札をかけてやっ

てもらわないと。そんな時代と違いますよ。よく言わないと。そこの今受けていると

ころの人間が言うてくるんだったら、言うて来たなら言いなさいよ、みんなに。議場

から言うて明るみに出さないと駄目ですよ。そんなことね。あまり高いということを

指摘されましたとよく言ってもらって、今後入札にしますということを言わないと駄

目ですよ。 

 それと、もう一つは、雑木等処理委託。この雑木等処理委託というのは、私が協議

会で言うた災害ごみの雑木。 
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○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 すいません。これは、河川清掃であるとかそういうものの雑草であったりとか刈っ

たものでございます。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 支出で出とるということは、ここの揖龍衛生の中の雑木等の処理委託ということや

ね、これは。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 そうです。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 ということは、どこのこと、よって。どこの部分の雑木を。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 すいません。河川等とか雑木等を切った場合には、一般廃棄物ってなりますので、

揖龍衛生が中間処理施設で責任を持つという形になります。ただ、ここの溶融炉で雑

草等が処理をしにくいでございますので、それを揖龍衛生からそういう処理業者のほ

うに出してるというところでございます。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 それはどこの雑木を切っているかというのを聞っきょんです。 
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○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 河川とかそういうものでございます。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 ちょっと分かりにくいんですけども。河川とかというのは、ここへほんなら業者が

刈って持ってきました、それをお金をもらっているんやね。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 そうです。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 お金をもらって、やけどここでは処分できないから、民間の処分するところに、早

う言うたら、もらった分の８０％ぐらいで委託してるのか、何％ぐらいで委託してい

るわけ。何で知らへん。 

 議長、あまり長いようだったら、後でまた教えてもろうたらええから。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局、どうされますか。どうぞ。 

 

○事務局次長（髙坂文泰君） 

 調査させていただいてご報告させていただきます。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 ちょっとあんた、待ちよ。そんな話は議長に言うことだろうな。楠議員がそないて

言うてくれよってのを議長預かりで言うて、それでよろしいですかというのが筋や思

うけど、どない思うとってん、おたく。 

 局長、どない思うとん。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 
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 はい。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 その流れではないんか、会議は。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 はい。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 間違うとるか。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 いえ、間違うとりません。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 よろしいですか。どうぞ。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 最後に一言。自分自身が担当になったところのことをもっと勉強しないと駄目です

よ。局長はまだ来て間がないから、全部のことを一気に覚えようたら難しいけども

ね。あなたの顔をよく見とうから、何年もおられていると思うとんやけども。２年ぐ

らいになるやろう。だから、そんなもん、そないしよる間に自分の受持ちぐらいはよ

く理解しておかないと。体で覚えないと、こんなことを質問されたら、覚えておれば

全部言えるんですよ、こんなこと。仕事してないとしか取りようがない、はっきり言

うて。 

 以上です。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 他にご発言はありませんか。 

 ８番 上山隆弘議員。 

 

○８番（上山隆弘議員） 

 一般会計、特別会計、一緒にこの場で質問してもよろしいですか。 

 まず、９ページなんですけども、雑入の部分で資源化物売払収入があります。資料

のほうにもその実績は上がってるんですけど、この金額は取組の目的から高いと見て
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ますか、安いと見てますか。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 売払収入につきましては、入札をかけております。ですので、市場価格ということ

になりますので、高いか安いかと言われたら分かりませんが、今現時点で令和３年度

だけでいいますと、ペットボトルが物すごい金額で上がってるということでございま

すので、市場価格という形になろうかと思います。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 ８番 上山隆弘議員。 

 

○８番（上山隆弘議員） 

 市場価格で売買の金額が高いか安いかという意味ではなくて、大きな収入になると

いう解釈があるかどうかということを確認したかったんですが。取組の中で出てきた

ものを、資源というものにどのような意識を持って着目してるのかなというところを

確認したいところなんですが。 

 また、建屋を建て替えるということで、この辺に対する協議とか考え方、ＳＤＧｓ

のこともありますけども、その背景も受けて現取組について説明いただけますか。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 事務事業実績報告をご覧いただきたいと思いますが、私どもとしましては、今現

在、溶融炉施設でございますので、スラグメタルは売却物で売り払うことになってお

り、あと集めてきたごみの中からある程度を分けてこちらのほうで分別させていただ

いて売却のほうに回してるということでございますので、今後、国のほうもそうなん

ですが、プラスチック製のものも集めていかなあかんということでございますので、

そういうものについては敏感に対応させていただいて、少しでも資源化物の売払いの

収入があるように考えていきたいと思います。 

 

○議長（角田 勝議員） 
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 ８番 上山隆弘議員。 

 

○８番（上山隆弘議員） 

 事務組合としての解釈はそういうことなんでしょうけども、各市町はどのようにお

考えですか。資源物に対しての取組をどのように解釈して地元で取り組もうとされて

るのか、説明をいただきたいと思います。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 言うてもろうてええ。 

 

○８番（上山隆弘議員） 

 市町の考え方をお聞きしたいんで、担当者にお願いします。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 管理者。 

 

○管理者（山本 実君） 

 資源ごみにつきましては、ごみの減量化も入っておりますんで、ごみの減量化をす

ることによってまた資源ごみを入れていくと、そういう考えで、できるだけ資源ごみ

をしっかりと取っていくという部分、そしてまたごみの減量化もしていくことを考え

ております。 

 以上です。 

 

○事務局長（貞清孝之君） 

 副管理者。 

 

○副管理者（服部千秋君） 

 担当から答えさせます。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 環境課長。 

 

○太子町生活福祉部生活環境課長（池田 誠君） 

 太子町の資源化についての考え方、回答でございますが、現在、当町では、自治会

等での資源ごみ集団回収等を行っています。何か新しい施策等、例えば地球温暖化対
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策等の国の動向に応じました地域施策等は現在まだ立ち上がっておりませんが、検討

すると共に現在の集団回収奨励等を引き続き行っていきたいと考えています。 

 以上でございます。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 ８番 上山隆弘議員。 

 

○８番（上山隆弘議員） 

 各市町とも意識を持っておられる一面があるということですけども、新施設に替わ

っていく中で、もう少しこの辺注目しながらも、少しでも雑入が上がるような工夫と

いうのは引き続き取り組んでいただきたいなというふうに思います。 

 それから次、特別会計なんですけど、休日夜間急病センター決算の認定に当たりで

すけども、実際この利用状況を見ると、別にやらしい物の言い方をしてるわけじゃな

いんで、分析として、たつの市と太子町の利用率、大体、太子町の人口の割合でいう

と、たつの市の方が利用されてる割合の大体０．１、０．２ぐらいの数値になってる

んですけども、どのように分析されてますか。夜間救急急病センターの利用者という

のはどうなのか、どういう方々が利用されてて、それぞれの地域というのは、この夜

間救急急病センターの存在自体を住民がどの程度必要として、地域別にどのような状

態になってるかというのはどう分析しておられますか。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○総務課長（田淵寿哉君） 

 分析っていうのは具体的に理解してないんですけれども、年末年始ですとかお盆時

期ですとか、そういったときには、ＰＲじゃございませんけれども、各市町の広報紙

等で開けてるという話はさせていただいてまして。 

 今、コロナ禍で、熱があって病院に行って感染したら困るなっていうな受診者の方

もおられると思うんですけれども、そういった方向けにユニットハウスを設置しまし

て感染予防対策をしてますよというようなＰＲというか、広報はさせていただいてま

す。 

 分析っていうのは、数値的には、構成市町の今お手元にあります数字以外は何もし

てございません。 

 

○議長（角田 勝議員） 
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 ８番 上山隆弘議員。 

 

○８番（上山隆弘議員） 

 夜間救急急病センターを利用される方があるのは、当然、困っとられるときにそう

いった場所があるというのは安心になる部分はありますし、実績もあるということは

理解はします。 

 ただ、太子の方の利用の数が、これは多い、少ない、極端な話、見てどう感じられ

ますか。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○総務課長（田淵寿哉君） 

 少ないにこしたことはないと思うんですよね。調子が悪いからうちに受診されるっ

ていうことなので、うち急病センターを受診される方っていうのは、自力で、もしく

はご家族の方に乗せていただき、ある程度重症ではない、軽症の受診患者さんが来ら

れてますんで、少ないにこしたことはないなっていう。 

 ただ、当然、収入があって、支出があって、そういった予算を組んでやっておりま

すので、収入があるにこしたことはないんですけれども、住民の方々が健康で、急病

センターを受診することもなくっていうのが一番だと思っております。 

 以上です。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 ８番 上山隆弘議員。 

 

○８番（上山隆弘議員） 

 もちろん、応急というか、健康あるいは福祉という視点から考えても、そういう場

所があるというのはありがたいことでありますし、それにお金を出すということを、

太子が少ないから出す金を減らすとか、そういうことの発想ではないので。 

 ただ、各市町にある医療機関の状態とかそういう部分もあると思うんです。そうい

うことをしっかりと調査しながら、夜間救急急病センターの在り方というのもよくよ

く研究を進めていただきたいなというふうに思うところがありましたので、指摘をさ

せていただいております。またよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 
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○１番（楠 明廣議員） 

 あと一件だけよろしいですか。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 先ほどの関連で、最初の説明の中で出ていました救急医療センターのハウス、プレ

ハブの網戸、たしか７５万円やというて言われましたね。７５万円言うたな。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 事務局。 

 

○総務課長（田淵寿哉君） 

 いや、今お聞きになられた網戸は２万２，０００円で、７５万円と言うたのは、空

気清浄機を２台とパーティション型の空気清浄機１セットを含めて７５万円の決算を

しましたということで局長が説明していただいたかと思います。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 １番 楠 明廣議員。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 いやいや、網戸が７５万円に聞こえたから、聞かなあかんと思うとったんや。もう

ちょっとはっきりしゃべらないと。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 このままの状態で暫時休憩します。 

 

休 憩   午後２時５３分 

再 開   午後２時５４分 

 

 

○議長（角田 勝議員） 

 再開します。 

 ２番 船引宗俊議員。 
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○２番（船引宗俊議員） 

 監査やから、この際でいいですか、意見として。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 どうぞ。 

 

○２番（船引宗俊議員） 

 監査委員としてもやらせてもろうとるから、責任あるから、報告も兼ねてというな

ことを言いたいところなんやけど、あまり意見はせんとこうと思ったんだけど、あま

りにも回答が曖昧過ぎるから。 

 監査委員として監査に来させてもろうとるときに、いろんな質問とか行政監査的に

ここは問題点があるんじゃないかなと。お金の出し入れに関しては代表監査委員がご

存じでいろんなことをされる。行政監査的に言うたら、ここの問題があって言わせて

もろうとるし、いろんなことがある。それに対して回答は聞いとうわけやけども、あ

まり曖昧なことを言われたらあかんと思うんやね。前から４回ぐらい僕は言うとうは

ず、ここのことを。 

 ここを請負にして３５０万円で渡しとると。ここの草を刈りますわ、それを集めて

捨てますわ、その処分費なんかは入ってへんっていう。それはそんなもんですってい

うことを前も言うたったから、この際よく調べて回答をもろうたらかまへんけど。あ

まり曖昧な、ええかげんな回答はせんほうがいい。 

 それと、コークス問題に関しては、意見書の中にも出とうからこそ、今回、楠議員

が言うとうはずやけども、今、入札の仕方を変えたらいいんやけど。以前から入札を

せなあかへん、入札をせなあかん状態にあるから入札に変えたということなんやけど

も、変えたことによって、一番ここで値段を使うコークスに対するお金が安なっとる

という検証をせなあかんということを前から言うとうはずですよね。 

 大分高騰しとる、それも差し引いた中でちゃんとした答えを出さなあかん。それを

せんでも、入札せんでも、前のままがよかったら前に戻したらええこっちゃ。何でか

というたら、お金が安けりゃ安いほどええんやというのも前から言うとるんです。取

りあえず調査した中での回答というのも必要になってくるのは当然ですわ。大体、入

札に変わったんやというなことだって知らへんでしょう皆さん。何でほんなら変えな

あかんねやっていうこともあったはずですわ。もともとが全部１年通しての集めたコ

ークスの値段やったと。ただ、それがそのときの値段にならへんからということや

と、せなあかん。それと今の状態とのどっちがええんかというのも言わなあかへんこ

とで、そんなことを言わな、監査で分かったから監査委員が報告することじゃないで
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しょう。大きなことやから。 

 

○１番（楠 明廣議員） 

 やけど、相場やったんちゃうん。 

 

○２番（船引宗俊議員） 

 相場になったのは、今のままでしょ、値段でしょ。 

 いや、だから前のときに、直接あっちの言う値で集めたコークス、キープして置い

とってもろうとったというな話やけども、今も話に出とったけど、その年、年によっ

て、その月によって燃料を上げていかなあかん、また温度を上げていかなあかへんあ

れがちゃうわね。雨季やったら、雨にぬれたもんを中へ入れるから、どんどんどんど

んたかなあかんのも事実ですから。その違いが出てくるでしょう。 

 ほんなら、それはあっちのほうが分かっとって、今回こんだけコークスが要るから

こんだけ金がかかるんじゃって言われれば、ここはそのとおりに金を出すしかないで

しょっていうな話です。いやいや、こんだけの量でこんだけで焼けるんやったら、こ

っちでこんだけの金でしか払いませんわというな戦いをしてないでしょっていうこと

です。だから、入札に変えて、そのときの金額にやっとんちゃうんですか。そのこと

を分かって説明してないから、そのときのお金と今のお金とどっちが賢いんかという

ことはちゃんと検証して報告してくださいと前から言うとうはずや。もともと細かく

ここで質問してかまへん、一般質問ですることでもかまへんねんけど。またこれはち

ょっと関係なくなるから、議長、すんませんけども、言わせてもらいましたけども。

ちょっといいかげんな回答というのが多過ぎるから、しっかりしてください。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 ２番議員、ただいまの発言は意見として、議長が注意をするということでよろしい

ですか。 

 

○２番（船引宗俊議員） 

 はい、すいません、お願いします。 

 

○議長（角田 勝議員） 

 答弁を求めますか。注意でよろしいですか。 

 

○２番（船引宗俊議員） 

 はい。 
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○議長（角田 勝議員） 

 注意します。今後、こんなことがないように気をつけてください。よろしくお願い

します。 

 他にご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（角田 勝議員） 

 ご発言がないので、質疑を終結し、これより討論に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（角田 勝議員） 

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 上程中の認定第１号及び認定第２号は、原案のとおり認定することに決してご異議

ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（角田 勝議員） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号及び認定第２号は原案のとおり認定されました。 

 

 

～日程第５ 一般質問～ 

 

○議長（角田 勝議員） 

 次に、日程第５、一般質問でございますが、通告がございませんので、議事を省略

いたします。 

 以上で今期定例会に付議された議案は全て議了いたしました。 
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閉 会 宣 告 

 

○議長（角田 勝議員） 

 これをもって、令和４年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を閉会いたし

ます。 

 

 

閉 会 挨 拶 

 

○議長（角田 勝議員） 

 閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日は、議員各位におかれましては、一般会計補正予算、令和３年度各会計決算認

定の重要案件を終始熱心かつ慎重にご審議賜り、それぞれ適切妥当なるご決定を賜り

ました。また、議事運営につきましても、格別のご協力によりましてここに閉会の運

びとなりましたことを心より厚くお礼申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルスの新規感染者数は幾分落ち着きを見せ始めており、社会

経済活動も正常化に向けて動き出しております。今後は、こうした流れが後戻りしな

いよう、感染防止対策の徹底やワクチン接種が円滑に推し進められるよう切に願うも

のであります。 

 また、理事者におかれましては、２年半に及ぶコロナ禍に加え、原油価格、物価の

高騰など、今後の予算執行に当たりましては引き続き厳しい財政運営を強いられるこ

とが見込まれますが、適時適切に対応していただきますようお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、議員各位におかれましては、季節柄、健康に十分ご留意賜り

ますようお願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。 

 管理者。 

 

○管理者（山本 実君） 

 令和４年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会が閉会されるに当たり、一言

お礼のご挨拶を申し上げます。 

 今期定例会では、令和３年度各会計決算認定をはじめ補正予算を提案いたしました

案件につきまして、原案のとおり可決いただきましたことに対しまして心から厚くお

礼を申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症についてですが、全国的にオミクロン株系統を中

心とする感染の急拡大により、県内においても多くの新規陽性者、死者が確認をされ

ております。医療体制は逼迫した状況にありますので、皆様にはご尽力いただきます
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ようお願いをいたしますとともに、今後とも組合の事業推進につきまして一層のご協

力を賜りますようお願いを申し上げまして、お礼のご挨拶とさせていただきます。本

日は誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

閉会 午後３時０２分 

 

 

  



- 34 - 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

  令和４年９月２２日 

 

 

 

 

 

                    組合議会議長  角 田   勝 

 

 

                    会議録署名議員  船 引 宗 俊 

 

 

                    会議録署名議員  藤 澤 元之介 


